
進路だより第７号                                                          

進路先を考える：相談支援事業所を知ろう！ 
 

進路選択を進めるにあたり、卒業後の生活を支える大切な機関である「相談支援事業所」

について紹介します。相談支援事業所は、障がいのある方やその御家族が、地域で安心して

生活できるようにサポートする専門機関です。御本人が望む暮らしを実現するために、どの

ような福祉サービスを、どのように組み合わせて利用するかを一緒に考え、手続きをサポー

トしてくれます。（一般企業に就労する場合などは、相談支援事業所の利用はできません。

相談先は障害者就業・生活支援センター等になります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１福祉サービスの利用援助 

ご本人の意向や心身の状況、生活環境などを踏まえ、適切な福祉サービス（例：就労継

続支援、生活介護、グループホームなど）を見つけるお手伝いをします。 

 

サービスを利用するために必要な**「サービス等利用計画」の作成**を行います。 

 

地域生活に関する相談 

 

生活全般にわたる困りごとや悩み、不安の相談を受け付けます。 

 

 

令和７年（２０２５年） 

１１月２８日発行  

球磨支援学校進路指導部 

相談支援専門員のサポートについて 

 

                                

 

 

障がいのある方         相談支援 

（本人、家族）          専門員 

 

※「障がいのある方」と「各関係機関」との調整をしていただきます。 

 

 

 

 

相談 

サポート 

福祉事業所 

市町村役場・学校 

サービス利用計画 

連携 

利用までの流れ 

①申請 お住いの市町村の障害福祉の窓口でサービスの申請をします。 

②契約 計画相談支援の利用計画を結びます。  

③初回面談およびアセスメント  
    これまでの生活についての聴き取りや、希望するサービスについて確認を

します。                               

④サービス利用計画案の作成・同意  
アセスメントの内容をもとに、サービス等利用計画案の作成を行います。 
内容について本人・保護者の同意後にお住まいの市町村に提出します。 

⑤支給決定  
市町村より、計画案の内容でサービスの利用ができるように支給決定を受
けます。 

⑥サービスの利用開始 
支給決定の内容に合わせて、障害福祉サービス事業所と契約し、サービス
の利用開始となります。利用開始後は定期的な現状確認（モニタリング）
を行い、適切にサービス利用ができているか、生活状況に変化はないかな
どの確認を行います。必要に応じてサービス担当者会議を開催し、障害福
祉サービス事業所の担当者が集まり、サービスの利用について話し合いま
す。 



人吉球磨の相談支援事業所一覧 
（熊本県ホームページより参照 令和 7年 7月 1日更新の情報です） 

※計画相談（18 歳以上を対象）のサービス提供をしている相談支援事業所の一覧です。

障がい児相談は除きます。 

事業所名 所在地 電話番号 

地域生活支援センター翠 人吉市下城本町 1486-4 0966-22-2570 

相談支援センターうぐいす 人吉市蟹作町 222-1 0966-26-3066 

相談支援事業所けやき 人吉市合ノ原町字莖の角 461-2 0966-22-7022 

相談支援事業所すずらん 人吉市瓦屋町 1174-2 0966-32-7676 

健人堂 相談支援事業所 人吉市上林町 802-1 0966-27-4168 

相談支援事業所ビークル 球磨郡あさぎり町免田西 3003-56 0966-45-0152 

指定相談支援事業所風月 球磨郡錦町西 2311-13 0966-38-3320 

相談支援事業所友愛苑 球磨郡相良村柳瀬字吉ノ尾 987-50 0966-22-1222 

特定相談支援事業所そらいろ 球磨郡 あさぎり町上東 1934-2 0966-47-0083 

 

 


